
３．第５次基本計画の基本的方向

（１）2020年東京オリンピック・パラリンピックのレガシー継承
2021年夏、東京は夏季パラリンピック競技大会が同一都市で２度開催された史上初めての地と
なった。同大会は共生社会の実現に向けて社会の在り方を大きく変える絶好の機会であり、この
機を逃さぬよう、政府においては、共生社会の実現に向けた大きな二つの柱として、「心のバリ
アフリー（※３）」及び「ユニバーサルデザインの街づくり」を「ユニバーサルデザイン2020行
動計画」（平成29年２月20日ユニバーサルデザイン2020関係閣僚会議決定。以下本章において「行
動計画」という。）として取りまとめるとともに、2018年12月には、障害者の視点を施策に反映
させる更なる枠組みとして、ユニバーサルデザイン2020評価会議を創設し、同会議を通じて行動
計画の実行の加速化を図ってきた。
　2020年東京オリンピック・パラリンピックを契機とした機運を一過性のものにすることなく、
日本全国に広げていくことが重要であり、これまでの取組が大会のレガシーとして大きく花開く
よう、第５次基本計画においても引き続き横断的視点において「共生社会の実現に資する取組の
推進」の一つとして社会のあらゆる場面におけるアクセシビリティの向上を掲げ、具体的施策に
も反映するとともに、「重点的に理解促進等を図る事項」として「心のバリアフリー」の理解促
進に継続して取り組む旨等を明記し、その実施状況を障害者政策委員会において評価・監視する
こと等を通じて、世界に誇れる共生社会の実現に向けた取組を推進していくこととした。
※３：心のバリアフリー
　　　�様々な心身の特性や考え方を持つすべての人々が、相互に理解を深めようとコミュニケー

ションをとり、支え合うこと。「心のバリアフリー」を体現するためのポイントは、行動
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指 標 現状値（直近値） 目 標 値
一定の旅客施設の
バリアフリー化率(注1)

94.5％（段差解消）
（2020年度）

原則100％（同左）
（2025年度）

ノンステップバスの導入率
(注2)

63.8％
（2020年度）

約80％
（2025年度）

福祉タクシーの導入台数 41,464台
（2020年度）

約90,000台
（2025年度）

音響信号機及びエスコー
トゾーンの設置率(注3)

50.8％
（2021年度）

原則100％
（2025年度）

＜ 情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 ＞

指 標 現状値（直近値） 目 標 値
ＩＣＴサポートセンターを
設置している都道府県数

３１都道府県
（2022年度）

全都道府県
（2024年度）

電話リレーサービスの普及
状況（利用登録者数）

1万1,275人
（2022年末）

前年度比増
（2027年度）

(注1)鉄軌道駅及びバスターミナルについては、平均利用者数が3,000人/日以上の施設及び
2,000人/日以上3,000人/日未満で重点整備地区内の生活関連施設に位置付けられた施設、
旅客船ターミナル及び航空旅客ターミナルについては、平均利用者数が2,000人/日以上の
施設を対象。なお、鉄軌道駅の現状値については、平成30年３月に改正された公共交通移
動等円滑化基準の改正前の基準をもって適合率を算定

(注2)公共交通移動等円滑化基準の適用除外の認定を受けた車両は母数から除外
(注3)視覚障害者の移動上の安全性を確保することが特に必要と認められる部分が対象

＜ 保健・医療の推進 ＞

指 標 現状値（直近値） 目 標 値
精神病床での1年以上の
長期入院患者数

約17.1万人
（2020年度）

13.8万人
（2026年度）

都道府県の難病診療
連携拠点病院の設置率

93％
（2021年度）

100％
（2027年度）

＜ 雇用・就業・経済的自立の支援 ＞

指 標 現状値（直近値） 目 標 値
障害者の雇用率達成企
業の割合

47％
（2021年6月）

56％
（2027年度）

障害者就労施設等の
物品等優先購入実績

199億円
（2020年度）

前年度比増
（2027年度）

＜ 文化芸術活動・スポーツ等の振興 ＞

指 標 現状値（直近値） 目 標 値

障害者の週１回以上の
スポーツ実施率

３１％ (成人)
４１.８％ (若年層※7～
19歳)（2021年度）

４０%程度（成人）
５０%程度（若年層）
(2026年度)

＜ 教育の振興 ＞

指 標 現状値（直近値） 目 標 値
個別の指導計画等の作
成を必要とする児童等の
うち、実際に個別の指導
計画等が作成されている
児童等の割合

90.9％（指導計画）
84.8％（教育支援計画）
（2018年度）

おおむね100％
（2027年度）

公立小中学校等施設に
おけるスロープ等による段
差解消の割合

78.5％（門から建物まで）
57.3％（昇降口・玄関等から
教室等まで）
（2020年度）

全ての学校に整備
（2025年度）

＜ 差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 ＞

指 標 現状値（直近値） 目 標 値
障害者差別解消法の
地域協議会の組織率

55.9％（一般市町村）
（2021年4月）

80％以上（同左）
（2027年度）

第５次障害者基本計画 主な成果目標

＜ 安全・安心な生活環境の整備 ＞
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